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  私たちが生きていくために『水』は欠かすことができません。松戸市水道

事業は、水道水の品質に責任を持ち、大切な水を皆様のもとへ水道水として

お届けします。 

  水道水の品質は、水に含まれる各種の成分や水の状態を水質として検査す

ることで確かめることができます。そしてこの水質は、国が厳格な方法で水

質の項目や基準などを定めているものです。 

  松戸市水道事業は、確かな検査を確実に行うことで水道水の品質を守り、

給水区域内のお客様へ、水の安心をお届けします。 

 

２ 水道事業の概要 

  松戸市水道事業は、松戸市全体の人口（およそ 50 万人）の約 16％に当た

る約８万人に水道水を供給しています。 

 (1) 給水区域 

   松戸市水道事業は、下図の赤色と青色の地区に給水しています。赤色の

地区を小金地区、青色の地区を常盤平地区と呼んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図１ 松戸市水道事業の給水区域※ 

 ※ 流山市前ケ崎の一部を含みます。松戸市根木内の一部は流山市上下水道局の給水区
域です。他の松戸市内は千葉県企業局の給水区域です。 
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   また、小金地区は小金浄水場及び幸田配水場から給水し、常盤平地区は

常盤平浄水場から給水しています。 

 (2) 浄・配水場の所在地および水源 

   浄水場と配水場の所在地と水源は下表１のとおりです。 

表１ 浄・配水場の所在地と水源 

浄・配水場 所在地 水源 

小金浄水場 松戸市幸谷 1508-17 自己水源（深井戸６本）＋受水 

幸田配水場 松戸市幸田 5-16 受水※1 

常盤平浄水場 松戸市常盤平 3-26-2 自己水源（深井戸 11 本※2）＋受水 

大金平浄水場※3 松戸市大金平 3-128-2 自己水源（深井戸 2本） 

 ※1 幸田配水場は受水のみで自己水源はありません。 
 ※2 深井戸 11本のうち３本は休止中で稼動していません。 
 ※3 大金平浄水場は休止中で給水を行っていません。 

   受水という水源は、水道用水供給事業体である北千葉広域水道企業団か

ら、水道水としてそのまま使える水を浄・配水場に受け入れているもので

す。また、北千葉広域水道企業団は、利根川水系江戸川の表流水を水源と

しています。 

 (3) 浄水処理方法 

   浄水場では、次のようにして浄水処理を行っています。 

  ア 塩素処理（次亜塩素酸ナトリウム） 

  イ 除鉄・除マンガン処理（圧力式急速ろ過機） 

 

３ 原水及び浄水の水質状況 

 (1) 原水の水質状況 

   原水とは、水源より採取した水のことをいいます。水源として松戸市水

道事業には小金地区と常盤平地区の両給水区域に計 19本の深井戸※があり

ますが、その水質は比較的良好で安定しています。 

 ※ 深井戸 19 本のうち５本は休止中で稼動していません。 

   着色の原因となる、『鉄』と『マンガン』がやや多く含まれていますが、

急速ろ過機を用いて除鉄・除マンガン処理という方法によりこれらを取り
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除いています。 

 (2) 浄水の水質状況 

   浄水の水質は、全ての水質基準値を十分達成し、水道水としての品質を

確保しています。 

   また、質の高い水道水の供給を目指すための項目にも注目し、水のおい

しさにも着目しています。 

   なお、受水である北千葉広域水道企業団の浄水についても、水質基準を

十分に達成している、確かな品質の水となっています。 

   

４ 採水地点、水質検査項目、検査頻度等 

  水道水の品質を確かなものとするための水質検査は、その検査項目だけで

なく、採水地点や検査頻度も配慮されたものとなっています。 

 (1) 採水地点 

  ア 末端給水栓 

    水道水の水質はお客様一人ひとりが使用する蛇口（給水栓）まで保障

されなければなりません。そのため、浄・配水場から給水される水道水

は、水道管を通って最も影響を受けると考えられる、「末端」となる給水

栓でも水質基準が達成されている必要があるということになります。 

    そこで、各浄・配水場ごとに、それぞれ水道管から末端となる給水栓

（表２）で採水を行います。また、給水区域全体の末端となる給水栓（表

３）でも採水を行います。 
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表２ 各浄・配水場の末端給水栓（毎月検査等） 

各浄・配水場※ 末端給水栓所在地 

小金浄水場 松戸市根木内 41 根木内歴史公園内  

幸田配水場 松戸市横須賀 2-12 大流公園内  

常盤平浄水場 松戸市常盤平 1-23 ひまわり公園内  

 ※ 大金平浄水場は休止中のため、水質検査を行いません。 

表３ 給水区域全体の末端給水栓（毎日検査） 

地区 末端給水栓所在地 

小金地区 松戸市横須賀 2-12 大流公園内  

 松戸市中金杉 4-208 浅間公園内  

 松戸市根木内 41 根木内歴史公園内  

 松戸市八ヶ崎 1-6-8  

常盤平地区 松戸市常盤平 1-23 ひまわり公園内  

 松戸市常盤平 2-32 常盤平２丁目公園内  

 松戸市常盤平 5-5 やまぶき公園内  

 松戸市常盤平 6-17 しらかし公園内  

  イ 浄・配水場出口 

    水道水の水質は、水が浄・配水場から配水され、水道管を通っている

うちに管内面のサビ等による鉄、濁度の上昇などの影響を受けることが

考えられます。この影響を知るため、浄・配水場内にある配水されてす

ぐの給水栓（浄・配水場出口給水栓）から採水、検査を行い、末端給水

栓と比較します。 

    この影響を知ることで、水道管の状況や、浄水処理の検討など、さら

なる品質向上のための資料を得ることができます。 

  ウ 深井戸 

    浄水処理は、多く処理できる水質項目とあまり処理できない水質項目

があります。したがって、処理前の水である原水の水質を把握しておく

ことは重要です。原水が浄水処理に適したものかどうかを知ることがで
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きるからです。 

    原水は各深井戸（表４）から直接採水を行います。 

表４ 各深井戸 

地区 深井戸※ 

小金地区 小金地区１～８号井 

常盤平地区 常盤平地区１～11号井 

 ※ 小金地区４，５号井及び常盤平地区３，８，10 号井は休止中のため、水質検査を行いま
せん。 

  エ ろ過機出口 

    放射性物質の拡散は広域的なものであり、松戸市においてもその範囲

の一部として国からの通知をもとに検査を行い、各浄水場ろ過機出口か

ら採水を行います。 
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● 各浄・配水場※ 

■ 各浄・配水場の末端給水栓（毎月検査等） 

▲ 給水区域全体の末端給水栓（毎日検査） 

× 各深井戸※ 

       ※ 休止中の施設では採水を行いません。 

         図２ 各採水地点（小金地区） 
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● 各浄・配水場 

■ 各浄・配水場の末端給水栓（毎月検査等） 

▲ 給水区域全体の末端給水栓（毎日検査） 

× 各深井戸※ 

       ※ 休止中の施設では採水を行いません。 

         図３ 各採水地点（常盤平地区） 
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 (2) 水質検査項目 

   国は、審議会や委員会などを開催し、また広く国民に意見を求める等行

い、厳格な方法で水質の項目や水質基準などを定めています。したがって、

このように定めた検査項目が水質を知る上で現在最も正確であり、これら

の項目を検査することが、現在最も水道水の品質を証明することになると

考えています。 

  ア 末端給水栓 

   (ｱ)各浄・配水場の末端給水栓（毎月検査等） 

    浄・配水場からの末端給水栓では、法律の定めにより水質基準項目（全

52項目・表５）を検査します。また浄水場からの末端給水栓については、

水質基準項目に準じ検査することとされる水質管理目標設定項目（『千葉

県水道水質管理計画※』に定める浄水項目・表６）の検査も行います。 

 ※ 千葉県水道水質管理計画とは、水質基準の見直しに伴う検査項目の増加及び検査技術の高
度化に対応して、県の広域水道整備計画に沿い、県下の水道事業者が計画的にかつ体系的
に水質検査及び水質監視を行い水道の設置者が水質検査を行なうための基本事項を定めた
ものです。 

    また、品質としておいしい水かどうか確認するため、水質管理目標設

定項目のうち、おいしい水等より質の高い水道水の供給を目指すための

目標に、昭和６０年おいしい水研究会報告書『おいしい水について』に

基づくおいしい水の要件を加味したもの及び日本水道協会が定めた『水

道事業ガイドライン』でかび臭物質として定められた項目（表８）を検

査します。 

    表８中の「おいしい水の目標」は、水質管理目標設定項目の目標値と

おいしい水の要件の厳しい方を用いています。 

    また、残留塩素は水質基準項目ではありませんが、浄・配水場末端給

水栓での採水のときに同時に検査を行います。 

   (ｲ)給水区域全体の末端給水栓（毎日検査） 

    給水区域全体の末端給水栓では、法律で定められる色、濁り、消毒の

残留効果（残留塩素）について検査を行います。 
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表５ 水質基準項目（回数は各採水地点につき） 

番号 項目 浄水 水質基準 
末端給水栓 

回数 
浄・配水場
出口 回数 

深井戸 
回数 

基０１ 一般細菌 100 個/mL 以下 毎月 年１回 年１回 
基０２ 大腸菌 検出されないこと 毎月 年１回 年４回 
基０３ カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基０４ 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基０５ セレン及びその化合物 0.01 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基０６ 鉛及びその化合物 0.01 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基０７ ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基０８ 六価クロム化合物 0.02 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基０９ 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L 以下 年４回 年１回 年１回 
基１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 mg/L 以下 年４回 年１回 年１回 
基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L 以下 年４回 年１回 年１回 
基１２ フッ素及びその化合物 0.8 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基１３ ホウ素及びその化合物 1 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基１４ 四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基１５ 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 

基１６ 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ
-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

0.04 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 

基１７ ジクロロメタン 0.02 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基１８ テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基１９ トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 

基２０ 
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及
びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） 

0.00005 mg/L 以下 年４回 年１回  

基２１ ベンゼン 0.01 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基２２ 塩素酸 0.6 mg/L 以下 年４回 年１回  
基２３ クロロ酢酸 0.02 mg/L 以下 年４回 年１回  
基２４ クロロホルム 0.06 mg/L 以下 年４回 年１回  
基２５ ジクロロ酢酸 0.03 mg/L 以下 年４回 年１回  
基２６ ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L 以下 年４回 年１回  
基２７ 臭素酸 0.01 mg/L 以下 年４回 年１回  
基２８ 総トリハロメタン 0.1 mg/L 以下 年４回 年１回  
基２９ トリクロロ酢酸 0.03 mg/L 以下 年４回 年１回  
基３０ ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L 以下 年４回 年１回  
基３１ ブロモホルム 0.09 mg/L 以下 年４回 年１回  
基３２ ホルムアルデヒド 0.08 mg/L 以下 年４回 年１回  
基３３ 亜鉛及びその化合物 1 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基３４ アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L 以下 年４回 年１回 年１回 
基３５ 鉄及びその化合物 0.3 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基３６ 銅及びその化合物 1 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基３７ ナトリウム及びその化合物 200 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基３８ マンガン及びその化合物 0.05 mg/L 以下 年４回 年１回 年１回 
基３９ 塩化物イオン 200 mg/L 以下 毎月 年１回 年１回 

基４０ 
カルシウム，マグネシウム等
（硬度） 

300 mg/L 以下 年４回 年１回 年１回 

基４１ 蒸発残留物 500 mg/L 以下 年４回 年１回 年１回 
基４２ 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基４３ ジェオスミン 0.00001 mg/L 以下 ※2 年 1回 年１回 年１回 
基４４ 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L 以下 ※2 年 1回 年１回 年１回 
基４５ 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 
基４６ フェノール類 0.005 mg/L 以下 ※1 年 1回 年１回 年１回 

基４７ 
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）
の量） 

3 mg/L 以下 毎月 年１回 年１回 

基４８ pH値 5.8以上 8.6以下 毎月 年１回 年１回 
基４９ 味 異常でないこと 毎月 年１回  
基５０ 臭気 異常でないこと 毎月 年１回 年１回 
基５１ 色度 5 度 以下 毎月 年１回 年１回 
基５２ 濁度 2 度 以下 毎月 年１回 年１回 

※１ 過去 3年間における検査結果が基準値の 5分の 1以下であるため年 1回とする。 
※２ 過去の検査結果が基準値の２分の１以下であり、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案

し、省略可能であるが、安全性及び性状確認のため年 1回実施する。 
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表６ 水質管理目標設定項目（回数は各採水地点につき） 

番号 種類※1 項目 目標値 原水回数 浄水回数 

目０１ 原 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L 以下 年１回  

目０２ 原 ウラン及びその化合物 
0.002 mg/L 以下（暫

定） 
年１回  

目０３ 浄 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L 以下  年１回※4 

目０５ 原 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 年１回  

目０８ 原 トルエン 0.4 mg/L 以下 年１回  

目０９ 原 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08 mg/L 以下 年１回  

目１０  亜塩素酸※2 0.6 mg/L 以下   

目１２  二酸化塩素※2 0.6 mg/L 以下   

目１３ 浄 ジクロロアセトニトリル 
0.01 mg/L 以下（暫

定） 
 年１回※4 

目１４ 浄 抱水クロラール 
0.02 mg/L 以下（暫

定） 
 年１回※4 

目１５ 原 農薬類※3 
検出値と目標値の
比の和として、1以

下 
年１回  

目１６ 浄 残留塩素 1 mg/L 以下  年１回 

目１７ 原 カルシウム，マグネシウム等（硬度） 
10 mg/L 以上 100 

mg/L 以下 
年１回  

目１８ 原 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L 以下 年１回  

目１９ 原 遊離炭酸 20 mg/L 以下 年１回 年１回 

目２０ 原 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 mg/L 以下 年１回  

目２１ 原 メチル-t-ブチルエーテル（MTBE） 0.02 mg/L 以下 年１回  

目２２ 原 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3 mg/L 以下 年１回  

目２３ 原浄 臭気強度(TON) 3 以下 年１回 年１回 

目２４ 原 蒸発残留物 
30 mg/L 以上 200 

mg/L 以下 
年１回  

目２５ 原 濁度 1 度以下 年１回  

目２６ 原浄 pH 7.5 程度 年１回 年１回※4 

目２７ 原浄 腐食性（ランゲリア指数） 
－1程度以上とし、
極力 0に近づける 

年１回 年１回 

目２８ 原浄 従属栄養細菌 
2,000 個/mL 以下

（暫定） 
年１回 年１回 

目２９ 原 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L 以下 年１回  

目３０ 浄 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L 以下  年１回※4 

 ※1 表中『種類』の『原』は千葉県水道水質管理計画に定める原水項目、『浄』は同様に浄水
項目です。 

 ※2 浄水処理に使用していないため対象外の項目です。 
 ※3 表中『目１５・農薬類』は、測定可能な 115種類の農薬を測定し算出します。 
 ※4 目０３、１３、１４、１６、２６、２８、３０については浄水場系統(小金浄水場、常盤

平浄水場)で実施し配水場系統(幸田配水場)では実施しない。 
 
表７ その他の項目（回数は各採水地点につき） 
番号 項目 目標値 原水回数 浄水回数 

他０１ アンモニア態窒素  年１回  

他１４ 嫌気性芽胞菌  年４回  

他１５ 放射性物質※ 
セシウム 134,137の和
として 10 Bq/kg 以下 

 年４回 

― 塩素要求量  随時  

 ※ろ過機出口で採水します。 
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表８ おいしい水か確認するための項目（回数は各採水地点につき） 

番号 
水質管理目標設定項目中の風味に係る項目、

おいしい水の要件 
おいしい水の目標 回数※ 

目 16 残留塩素 0.4 mg/L 以下 毎月 

基 40目 17 カルシウム，マグネシウム等（硬度） 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下 年４回 

目 19 遊離炭酸 3 mg/L 以上 20 mg/L 以下 年１回 

目 22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3 mg/L 以下 年１回 

目 23 臭気強度(TON) 3 以下 年１回 

基 41目 24 蒸発残留物 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下 年４回 

基 52目 25 濁度 1 度以下 毎月 

基 48目 26 pH 7.5 程度 毎月 

目 27 腐食性（ランゲリア指数） 
マイナス－1程度以上とし、

極力 0に近づける 
年１回 

 水温 20.0 ℃ 以下 毎月 

番号 ガイドライン かび臭物質の項目 おいしい水の目標 回数 

基 43 ジェオスミン 0%に近いほどよい 年１回 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0%に近いほどよい 年１回 

 ※ おいしい水か確認するために、水質管理目標設定項目の浄水項目に加えて、各浄水場は遊
離炭酸と有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）、幸田配水場は上記に加えて臭気強度（Ｔ
ＯＮ）及び腐食性（ランゲリア指数）を加えた項目を検査します。 

  イ 浄・配水場出口 

    汚染を確認するために特に重要である水質基準項目（全５２項目・表

５）を検査し、末端給水栓と比較を行います。 

  ウ 深井戸 

    現在稼動しているすべての深井戸について、水質基準項目（原水は全

39 項目・表５）を検査し、原水の性質を把握するとともに、『水道にお

けるクリプトスポリジウム等対策指針』及び『クリプトスポリジウムに

係る対応マニュアル』に基づき指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌・表５、

表７）の検査を行います。 

必要に応じて検査することとされる水質管理目標設定項目（千葉県水

道水質管理計画に定める原水項目・表６）及びアンモニア態窒素（表７）

について、３井戸を選抜して行います。この３井戸は５年で稼働中の井

戸を一巡する予定です。ただし、PFOS 及び PFOA については、稼働中の

すべての深井戸について毎年検査を行います。 

    あわせて運転管理上の指針とするため、塩素要求量を現在稼動してい

る深井戸それぞれについて行います。 

  エ ろ過機出口 

    原子力発電所事故で放出したとされる放射性物質（表７）のうち、検
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出される可能性が高く、指標となり得るとされる放射性ヨウ素１３１、

放射性セシウム１３４、１３７（131I,134Cs,137Cs）の検査を行います。 

 (3) 検査頻度 

   水道法施行規則第１５条第１項第三号ハ及び第四号の規定に基づき検査

回数を定めています。 

  ア 末端給水栓 

   (ｱ)各浄・配水場の末端給水栓（毎月検査等） 

    浄・配水場の末端給水栓では、法律の定めにより水質基準項目（全 52

項目・表５）は、項目により年１回以上の検査を行います。また浄水場

の末端給水栓では、水質管理目標設定項目（表６）について年１回の検

査を行います。 

    おいしい水か確認するための項目（表８）は、項目により年１回以上

の検査を行います。 

   (ｲ)給水区域全体の末端給水栓（毎日検査） 

    給水区域全体の末端給水栓では法律の定めにより毎日検査を行います。 

  イ 浄・配水場出口 

    水質基準項目（全 52項目・表５）について年１回検査を行います。 

  ウ 深井戸 

    水質基準項目（原水は全 39項目・表５）を年１回検査し、選抜した３

井戸については併せて水質管理目標設定項目（表６）及びアンモニア態

窒素（表７）を年１回検査します。また、指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞

菌・表５、表７）の検査を年４回行い、塩素要求量（表７）の検査を随

時行います。 

  エ ろ過機出口 

    放射性物質（表７）は国の通知に基づいて年４回検査を行います。 

 

５ 臨時の水質検査 

  以下の条件のときに、臨時水質検査を実施します。 
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 (1) 水源の水質が著しく悪化したとき 

 (2) 水源水質に異常があったとき 

 (3) 水源付近、給水区域及びその周辺等において水系感染症が流行している

とき 

 (4) 浄水過程に異常があったとき 

 (5) 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがある

とき 

 (6) その他特に必要があると認められるとき 

 

６ 水質検査体制及び精度管理 

 (1) 毎日検査及び塩素要求量の検査 

   毎日検査及び塩素要求量の検査は浄配水場運転管理業務委託業者が行っ

ており、水道水の品質向上を目指し残留塩素等の管理調整に努めています。 

 (2) その他の検査 

   毎日検査以外に行う水質基準項目の検査等は、千葉県水道水質管理計画

に基づき、北千葉広域水道企業団が共同水質検査として行っています。塩

素要求量の検査について、現在稼動している深井戸それぞれについて年１

回ずつ検査を行います。 

   また、北千葉広域水道企業団は水質検査の精度管理のために『水道ＧＬ

Ｐ※』を取得しており、独自の精度管理だけでなく、国や県等の行う妥当性

評価にも参加し、半期ごとに精度管理結果報告書を作成し信頼性の確保に

努めています。 

 ※ 水道ＧＬＰとは水質検査結果の信頼性の確保を目的に公益社団法人日本水道協会が定め
た規格です。 

 

７ 水質検査結果の取扱い 

  水質検査を行い得られた結果は、水質基準や目標値との照合を行い、次の

取扱いを行います。 

 (1)毎日検査 
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   法律により、末端給水栓で毎日検査することを義務付けられており、残

留塩素等最も綿密に注意する項目を確認しており、浄水場の運転を調整し

ています。 

 (2)末端給水栓での水質基準項目 

   法律により末端給水栓で水質の基準を守ることを義務付けられた項目で

あり、お客様への安心と安全のため、水質基準を満たした確かな品質の水

道水であることを確認します。 

 (3)その他の項目 

   深井戸での水質基準項目や水質管理目標設定項目などは、水道水に用い

ることにふさわしい水であることを確認するとともに、他の検査地点との

比較を行う等、運転管理のための資料とします。 

 

８ 水質検査計画の見直し 

  松戸市水道事業は、水質基準項目の変更や、国や千葉県からの指導、水質

検査結果を踏まえた運転管理上の必要性に応じ、水質検査計画を毎年適切に

見直します。 

 

９ 関係者との連携 

  水質管理を万全なものとするため、毎日検査を実施する浄配水場運転管理

業務委託業者及び水質基準全項目検査等を行う北千葉広域水道企業団との情

報交換が重要であることから、これらとの連携に努めます。 

 

10 水質検査計画及び水質検査結果の公表 

  水質検査計画及び水質検査結果は、松戸市水道部のホームページで公表し

ます。 

  水質検査計画は毎事業年度の開始前に公表します。前年度の水質検査結果

についてはホームページでの公表だけでなく、水道部発行の広報紙『水道ま

つど』（７月、１月に発行、給水区域内全世帯に配布）の７月号に概要を掲載
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します。 

 

11 お客様からのお問合せやご意見の対応 

  松戸市水道事業が供給している水道の水質には万全を期していますが、水

質に係るトラブルやご不明な点など、お客様からのお問合せやご意見をいた

だいた際には、丁寧で速やかな対応に努めます。 

 


